
８ 部活動について                                 

   部活動については、感染に関する最新の情報にも留意し、十分な感染症対策や熱中症対策を講じて、

活動を実施すること。 その際、生徒本人・保護者の意向を尊重し、参加を強要することがないようにす

るとともに、部活動は生徒だけに任せるのではなく、活動前はもちろん、活動中についても健康観察を

十分行い、教師や部活動指導員等が生徒の健康状態をしっかり把握して実施すること。 

  また、各種大会への参加や泊を伴う活動については、意義や目的に照らし、学校として責任をもって

実施の必要性を判断すること。 

 

（１）実施にあたって                             

 （レベル１） （レベル 2・３） 

活動内容 可能な限り感染症対策を行った上で、合宿

や泊を伴う活動も含め通常の活動が可 

可能な限り感染症対策を行った上で、県内 

の対外試合・合同練習・発表会等可 

合宿や泊を伴う活動は不可 

留意事項 

 

 

 

 

平 日 3時間以内  

週休日 4時間以内  

休養日は週１日以上 

（週休日は 4週当たり 2日以上） 

 

 

 

平 日 ３時間以内 

週休日 ４時間以内 

休養日は週１日以上 

（週休日は 4週当たり 2日以上） 

 

備  考 

 

 

・県外へ移動する場合や合宿や泊を伴う活

動は、移動先の状況を把握し感染症対策に

十分留意すること。 

 

・環境条件を把握し、状況に応じて適切な

水分補給を行うなど熱中症の予防に留意す

ること。 

 

・県立中学校の活動時間と休養日は、「部活

動の指導について」を遵守すること。 

・合宿や泊を伴う活動は、行わないこと。 

・対外試合・合同練習・発表会に参加する場

合、感染症対策に十分留意すること。 

 

・環境条件を把握し、状況に応じて適切な水

分補給を行うなど熱中症の予防に留意する

こと。 

 

・県立中学校の活動時間と休養日は、「部活動

の指導について」を遵守すること。 

 

（２）具体的な留意事項  

 ・「総合的なガイドライン」スポーツ庁（H30.3）・文化庁（H30.12）や「部活動の指導について」県教委

（H30.7）を遵守すること。 

・活動前、休憩時、活動後などに手洗い（洗顔含む）を行うこと。  

・部活動ごとに場所や時間を割り振るなど、更衣室や部室も含めて一度に大人数が集まって人が密集

する活動とならないようにすること。  

・体育館、校舎内等の屋内施設を用いる場合、ドアを広く開け、普段以上のこまめな換気を行うこと。  

・生徒が手を触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチ）や用具・器具・楽器等は、消毒液等を使用

して清掃を行うなど、十分な感染症対策を講じること。  

・給水用のボトルやコップ、汗を拭くタオルなどは共用しないこと。  

・活動中のマスクの着用は必ずしも必要ないが、生徒の間隔を十分に確保すること。 

・部活動の実施に当たっては、各競技団体等が作成するガイドラインを踏まえること。 

・各種大会への参加や泊を伴う活動については、会場への移動時や宿泊時、スポーツ・文化活動以外

の場面も含め、生徒・教師等の感染防止対策を徹底すること。 

・感染状況の推移や最新の科学的知見を反映して、活動内容が変更されることがあります。 

感染拡大により、活動制限が追加される場合がある。 


